
 

 

「カーボンニュートラル加速化先導モデル構築事業委託業務」について 

よくあるご質問 

（回答） 

個人又は法人、任意団体等、実際に事業を営む者による連合体としています。 

 

（回答） 

 団体の概要（目的、所在地、事業内容、構成員など）がわかる規約等をご提出ください。但し、

必要に応じて別途書類を求めることがあります。 

 

（回答） 

 当該企業の主要な事業内容に該当する業種を記載してください。 

 

（回答） 

 お見込みのとおりです。各社の就業規則等で定める給与規定に基づき積算してください。 

 

（回答） 

 備品購入費は認められません。見積もりに当たっては、委託事業実施に必要な期間の使用料（リ

ース料）で積算してください。 

 

（回答） 

 外注費の割合に定めはありませんが、次のような場合、再委託することは認められません。 

  ア 委託業務をそのまま全部再委託すること 

  イ 委託業務の主要な部分を再委託すること 

  ウ 本来、独立した業務として委託できるものを数件まとめて委託した場合において、その 

うち１件以上の業務を全部再委託すること 

  再委託を行う場合は、道との事前協議が必要です。 

 

以上 

令和４年６月７日 

１ コンソーシアムの要件を教えてほしい。 

 

 

２ 任意団体の場合、法人登記簿謄本がないが、代替として何を提出すべきか。 

 

 

３ 複数の業種にまたがる企業のＣＮ化を目指す場合、企画提案書に記載する業種は任意で

決定してもよいか。 

 

 

４ 人件費は、各組織の基本労務単価に本事業の業務を行う時間を乗算して算出したものを

積み上げていいか。 

 

 

６ 所用経費積算額に対する外注費の割合等にルールがあるか。 

 

 

５ 備品購入費は計上可能か。 

 

 


